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まえがき

以下は南アフリカ共和国の人種差別政策に反対する人々に対し,同国政府がどんな

抑庄を加えているかをのべたものである*。

アパルトヘイトの事実を簡単にいえば,まず第一に,南アフリカ共和国が人種別に

よる差別政策を同国の国家政策としているということである。よく誤解があるが,こ

の点で他の大陸諸国でみられる人種差別の現象とは決定的に異なる。1948年にはじま

ったこの国家政策というのは,全国民をアフリカ人,白人,有色人,アジア人の四つ

のグループに分類し,それぞれの人種グループ別に個有の背景にもとついてそれぞれ

の自治をみとあ,個別的に調和のとれた発展をはかることを目的とするとされている

カS,その実,国民の5分の1以下の人口をもつ白人による少数老支配である。政治,

経済,社会,法律はおろか,個人の家庭生活の営み方にいたる迄,人種によって異な

る規則が網の目のようにはりめぐらされ,これらの法律の適用または違反に対する刑

罰の適用はきびしい。差別のの実例をあげれば,国のあらゆる重要な公選ポストへの

被選挙権は白人のみにみとめられている。その他の人種には限定的に選挙権がみとめ

られているが,その際,選挙してえらばれる権利があるのは自人である。国内には人

種別の居住地区力‡定められていて,そこへ半強制的に移住が強いられる。白人居住区

へは他人種は原則として入れず,特別許された者のみが出入できるが,その際,許可

証の携たいを怠っていることがみつかると有罪になる。人口の8割を占める非白人に

国土の13パーセントを,自人に国土の87パーセントの居住区を割当てている。

労働の面では,医師,法律家などすべての専門職,技術職は白人のみに確保されて

おり,アフリカ原住民は,法律上,被傭者となることができない。そのため,アフリ

カ人は労働組合を結成することができない。ストライキは有罪である。白人と非白人

間の結婚はおろか恋愛さえも法律で禁じられている。学校では,このような人種別の

個別的発展が,非自人にとっても望ましい,と教えられる。人種別学であることはい

*アパルトヘイトの現実の大要については,国連広報センター刊行のパンフレット

「アパルトヘイトとは何ですか一南アフリカの人種差別の実俸」を御覧下さい。

一般に無料配布をしていますから希望者は下記へ御申込み下さい。
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うまでもない。

こういう体制を維持するためには,これに反対する者への厳しい弾圧が行なわれる

のは,いわば必然の結果である。同国では近年,軍備,警察力の著るしい拡大が伝え

られている。

このような南アフリカ共和国の政策は,何十年来,国際的非難の的であり,国際連

合でも毎年,これを非難する決議その他が可決されるが,一向に事態改善のきざしは

ない。国際連合では,事態改善の一方法として,誠に迂遠ではあるがアパルトヘイト

の害毒を世界に知らせてこれに反対する強力な国際与論をおこすことを期待してい

る。この小冊子は以上のような目的をもって出版されたものである。
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アパルトヘイトと南アフリカ共和国の弾圧政策

国連人権委員会議長ペトル・ネドバイロ

委員会はアパルトヘイトを弾圧する

南アフリカのアパルトヘイト政策(人種差別政策)に反対する者に加えられている

過酷な弾圧は,20世紀後半の30年間に人類が直面しているもうとも忌むぺき罪悪であ

る。南アフリカ共和国政府が行なっているこの弾圧政策は,この政府がアパルトヘイ

ト政策を逐行するための方策である。アパルトヘイト政策とこの政策の実行は,もっ

とも明らかな形での人権侵害であり,人種主義にもとづく暴政となっている。

事実,南アフリカの国家基本政策にまで強められたアパルトヘイト政策は,南アフ

リカの土地にもとから永住していた民族または人種グループの集団虐殺を目的とする

政策であると言っても過言ではない。南アフリカに住むおよそ1,300万人のアフリカ

人は絶滅される運命を負わされており,人種差別を目的とする法律の施行によって,

非人道的なアパルトヘイト政策に対し少しでも反対する徴候を見せた者は,死刑,そ

の他の体刑を含む肉体的な危害を加えられることを免がれない。これらの要素は,す

べて,人種的恐慌状態を作り出しており,国連総会が決議第2202A(XXI)で述べ

ているように「国際の平和と安全に対する重大な脅威」を構成している。

文書にあらわ九た弾圧の事実

国連のアパルトヘイト特別委員会は,人権委員会に対してアパルトヘイト政策に関

する討議を要請したときに,南アフリカで拘禁,留置されている者に対して行なわれ

ている不当な取扱いを明らかにする文書を添えて提出した。

この文書には.南アフリカの90日間拘留法によって拘留されたアフリカ人の証言,

ロベン島刑務所に拘禁されていた政治犯の宣誓供述書が含まれている。この他,南ア

フリカの政治犯弾圧措置について自己の体験を述べた団体や個人が発表した文書も出

されている。

「南アフリカの刑務所に拘禁されている人々の釈放を求める世界運動」から提出さ

れた文書の中で,拘禁を経験した人が90日間拘留法について次のように述ぺている。
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「1963年一般法律改正法(General Laws Amendment Act)による90日間拘留法・

の施行によって南アフリカの法制度そのものが破壊された。この法の下で,公安警察

が違反があると考える件について情報を収集するため,一般人がその事件に直接関係

があるなしにかかわらず90日も拘留されている。しかし,リボニア事件の警察側証人

が述べているように,拘留されている者の多くは,単にその者が警察にとって邪魔だ

ということで留置されているに過ぎず,しかも拘留期間中の取扱いや,情報収集のた

めの尋問の方法などは警察側で随意に決定されており,被疑者は弁護人や裁判所に連

絡する機会も与えられていない。」

最近の南アフリカにおける拘留期間や留置人数に関する統計が示すところによる

と,弾圧は組織的に行なわれていることが明らかである。この統計によると,1963年

には,3,355人が種々の治安維持法規によって拘留されており,このうち592人はトラ

ンスケイ地方で留置,拘禁されている。また,800人以上が90日聞拘留法の下に独房

に留燈されている。そして,これらの人々の多くは合法的議会政党である自由党の有

力な党員達であった。

南アフリカでの拘禁者釈放世界運動は,さらに,「数百人に上る無実の被疑者に加

えられた警察の恣意的な不正行為」に関して詳細に記述している。この記録によると

「60人以上が90日以上拘留され,婦人を含む8人は180日以上留置されていた。この

うち400人は裁判所で有罪の判決を受けたが,300人以上は無罪として釈放された。従

ってこれら300人は完全にいかなる違反も犯していないにもかかわらずひどい精神的,

肉体的苦痛を受けたのである。留置された者のうち26人が,〈ける,打つ〉などの苦

痛を与えられたことを申し立てており,このうち19人力;,さらに,電気ショックの苦

痛を与えられた。これらの不当な取扱いを受けた者の多くは,後難を恐れて,不当な

取扱いについて詳細な陳述をするのを拒否している。このうえ,100人以上が現在く裁

判を受ける権利を停止する法律(Non Triaｌ Act)〉によって拘留されている。1963

年3月から1964年8月までの聞に111件の政治裁判が行なわれ,1,315人が有罪の判決

を受けた。この有罪判決のうちわけは一44人が死刑,-12人が終身刑,-994人

が合わせて5,713年の禁固刑,-1人が6回の鞭打刑,一一349人放免となっている。

アパルトヘイトに対する反対者

いかなる文明国の市民も,どのような極悪な犯罪が,拘留者に対する以上のような

残酷な刑罰に価いするものであるかを知ることを要求するであろう。また,どんな男
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女が,このような罰と不名誉を受けるべく選ばれたのであろうか。国連アパルトヘイ

ト特別委員会のアツカー・マロフ議長は最近のステートメントの申で,人種差別政策

を行なっている国の政府によって被害を受けた者の一部の名前を発表している。

一口ベルト・マンガリソ・ソプクエ南アフリカの汎アフリカ会議指導者で,シ

ャープビルの人種差別反対デモを指導したかどで人種差別主義者の手によって禁固刑

の判決を受けロベン島に拘禁されており,彼が釈放されるはずの日に発効した1963年

の特別法によっていまだに拘禁されている。

一一チーフ・アルバート・ルスリ平和の人であり,1960年の黒人通行証焼捨て運

動の指導者。現在はナタールの小さな指定地から外に出ることを禁止されているばか

りか,すべての社会活動を禁止されている。

一ネルソン・マンデラ警察の追求の手から逃れて人種差別政策に対するレジス

タンス運動を組織したが,1962年に逮捕され,終身刑を言いわたされ,現在ロベン島

刑務所で衰弱している。

マロフ議長は,「これら偉大な南アフリカ国民の組織は禁止され,数千人に上るア

パルトヘイト政策反対運動の指導者達はノン・ホワイト(非白人)はもとより,アプ

ラム・フィッシャー氏のごとき白人も含めて,刑務所に収容されているか,国外に逃

亡しているのが現状である」と述べている。

この,アプラム・フィッシャー氏とネルソン・マンデラ氏は二人とも法律家であ

り,自分がさばかれる裁判の機会を利用して,アパルトヘイト体系に対する積極的な

反対者としての立場を説明する証言を行なった。この証言の中で両氏は,南アフリカ

での生活の特徴となっている極めて不愉快な状態を改善しようとするすべての努力を

妨害している弾圧組織によって,反対活動に入らざるを得ないことになったのだと述

べた。フィッシャー氏はまた次のように述べている。「私は公共治安維持に関する法

律が遵守されなければならないという原則は受け入れている。しかし,法律自体が不

道徳なものとなり,法が一暗黙または不干渉によるにしても一組織的弾圧への市

民の協力を要求するようになった時には,個人としてより高い次元の責任が生ずるも

のと,私は信ずる。このような事態は,人をして,このような法律の承認を拒否せざ

るを得ない立場に追いやる。私は,国民の4分の3が全く参加を許されず,従って国

民を全く代表していない政権が施行している法律によって起訴されているのである。

これらの法律は,南アフリカ政府が主張しているように共産主義の浸透を防止するた

あではなく,皮膚の色が違うという理由によって大多数の市民から,基本的人権を亨
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受する権利を奪おうとする政府の政策に反対する者の口を封ずるために作られたもの

である。南アフリカの市民の大多数が奪われている人権のうちには,<自由と幸福を

亨受する権利〉、〈国内で自由に選んだ場所で家族とともに生活する権利〉,<自己

の能力を最高に発揮して生計を立てる権利〉,<文化的な方法で子供を養育,教育す

る権利〉,〈国政に参加し,国の生産した富の公平な分配にあずかる権利〉,などが

ある。すなわち一言にしていえば,「人間らしく生きる」権利を国民大多数が奪われ

ているのである。私の良心は,このような法律に従うことを許さないし,このような

法律にもとつく有罪の判決をも承認し得ない。従って,たとえ私がこの法廷で有罪の

宣告を受けるとしても,私は有罪とされ得ない。私は,将来,歴史が私が正しく行動

したことを認めることを固く信じている。

ネルソン・マンデラ氏の弁論

マンデラ氏は法廷で証言を許された時,南アフリカの社会を毒している悪を非難し

つつ,彼が組織したくウムコント・ウエ・シツウエ運動-Umkonto We Sizwe-〉の

原則と政策を擁護するため現政府に反抗せざるを得なくなったいきさつについて次の

ように述べた。「私も含めて,この組織を創設した者は二つの理由から抵抗運動をは

じめた。第一の理由は,現政権の政策によって,アフリカ人民による暴力は避けられな

いものとなり,この人民の感情を制御し,はけ口を与えるため責任ある指導がなされ

ないならば,この国の異なった人種間に戦争の際でも見られない程の敵意を生むに至

るテロ行為が起ると私達は恐れたからである。第二の理由は,暴力なしには,アフリ

カ人民が白人優先主義に対する闘争に勝つ道は開けないと信ぜざるを得なかったから

である。白人優先主義の原則に反対を表明する合法的な方法は種々の立法措置によ⇔

て閉ざされ,アフリカ人は,永久的に劣等な地位に甘んずる運命を受け入れるか,さ

もなければ現政権に反対するかの二つのみちを選択せざるを得ない立場に立たされて

いるのである。私達は暴力を避けるために法律に従わない道を選んだのである。この

道がさらに立法措置によって閉ざされ,政府がその政策に対する反対者を力をもって

弾圧しようとする場合にのみ,私達は暴力に対して暴力でむくいることを決めたので

ある。」マンデラ氏は,さらに,1952年アフリカ国民会議長(African National Cog-

ress)となり,1960年にノーべル平和賞を授けられたA.J.ルツーリ氏の次のような

悲痛な叫びを引用した。「私の生涯のうちの30年間が,かんぬきを厳重にかけられた,

閉ざされた扉を,忍耐強く,ひかえ目に。ノックすることに空しく費やされてしまった
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ことを誰が否定しえよう。忍耐と中庸の結果は何であったか。過去30年の間に私達の

権利と進歩を制限する法律が最も多く施行され,今では,私達はほとんど権利を持た

ない状態にまで落ちこんでいるのである。」

ここにあげた人々は,その他多くの同様な境遇の人々と同様に,彼等の人としての

権利を剥奪されたうえ,その状態に甘んずることを拒んだことで,これを二重に罰す

る不正な体制によって,忍耐の限度を越えるところまで押しやられたのである。

拘禁者の待遇

南アフリカの政治犯に関する情報を外の世界の者が入手することは極めて困難であ

る。情報を外部に漏らすには大きな勇気と巧妙さが必要とされ,従って,受刑者が置

かれている状況についての記録はほとんど得られない。南アフリカ政府は政令で,国

内の報道機関や市民が拘禁されている者の状態について調査せんさくするのを禁止し

ており,同時に,刑務当局を外部の批判や情報もれによる不利益から完全に保護して

いる。

従って,次に掲げる南アフリカで拘禁されている人々の苦悩に関する記録は,これ

らの人々がさらに迫害され傷つけられることを防ぐため個人についての詳細な記述を

避けている。次の受刑者による供述と宣誓供述書の抜粋は,国際世論を侮辱するもの

であり,南アフリカが行なっている不当な取扱いの現実を明らかに示すものである。

A氏による供述……私は手錠をかけられたうえで,しゃがませられました。二人

の白人警察官が部屋におりました。やがて,私の顔に袋カミかぶせられました。そし

て,かせをはめられた足とうでの間に棒を通すことが出来るよう手をぐいと引かれま

した。両手の中指と薬指に電線がまかれ,私は電気ショックを受けました。私が何も

情報をもらさず,ただ泣き叫んだので,彼等は一度電線をほどき,今度は中指と人差

指に電線をまき,さらに電気ショックを与えました。しかし,私は話すべき何の情報

も持っていなかったのです。

B氏による供述……私が,これでは殺されてしまうと訴えると,彼等は,再び私

に電流を通じました。私が床に倒れたので,警察官の一人が,私の頭の上に足で乗

り,踏みつけました。私の顔はそのためはれ上り,あごが動かなくなったので,一週

間以上,流動食以外の食事をとることが出来ませんでした。

宜誓供述書写し……私が逮捕された時は某警察暑の独房に留置されました。警察

はポコ氏なる人物について尋問しました。私はボコについて何一つ知っていませんで
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した。彼等は私をなぐりつけ私は床に打ち倒されました。ひどくけったり,なぐられ

たりするのが一時間も続きました。胸,頭,足などをけり続けながら警察は私にポコ

について質問をしました。私は三日続けて,一日に一時間程ずつ尋問され,その度に

なぐる,けるの暴行を受け,暴言をあびせられました。

宣誓供述書写し……彼等が私を尋問している間中,ムチで私の体を打ちのめしま

した。彼等は,また,げんこつで私をなぐり,何度も私は地面にたたきつけられて気

を失ないました。

このような拘禁者による宣誓供述書の内容から,これらの者に加えられた不当な取

扱いがはっきりと推論できる。さらに,恐るべきことは,裁判所自体が警察によるこ

のような不当な取扱いを許しているようにみえることである。1964年8月14日,イバ

ン・シェルムプルカーという留置人の妻が.警察の目を逃れて持出された夫からの情

報にもとついて,夫が不当な取扱いを受けている事実について裁判所の裁定を求める

訴えを提出した。しかるに裁判官は次の理由にもとついてこの訴えを却下したのであ

る。「留置人を裁判所に出廷させることによる拘留の中断は,拘留の目的を阻害する

おそれがあり,従って,法律は,特に,拘留されている者の裁判所への訴訟権を排除

しているのである。通常,裁判所の所轄事項である市民を保護する機能は,この法律

によって,法務大臣,警視総官と彼の部下に委譲されているのである」。(ヨハネスブ

ルグ,1964年8月14日)

南アフリカ拘禁者釈放世界運動本部が発表したところによると,90日間拘留法によ

る留置人は,その拘留期間を通じて独房に留置されており,30日間以上の独居拘禁を

禁じているジュネーブ条約に違反して,60人以上が90日以上,婦人3人を含む8人が

180日以上独房に拘留されたのである。

このような独居拘禁経験者の一人であるアルフレッド・ヌゾ氏は,後に,結局無

条件に釈放されたが,この間実に240日も留置されていたのである。

報告書はさらに警察の不当な取扱いの事実について次のように述べている。「90日

間拘留法の実施によって,公安警察は,尋問の手段として電気ショックをほとんど普

通に利用するようになった。しかし,より手強い政治犯に対しては,自白を強要する

ためより巧妙な拷問を行なっている。ある拘留者連は,床にチョークで書かれた小さ

な四角形の中に立っていることを強制されたが,立たされる時聞は最低7時間,最高

は57時間にもおよんだ。彼等が立っていられなくなっても,無理に立たされ,気絶す

ると蘇生されて再び立たされた。」さらに釈放世界運動の報告は次のように述べてい
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る。「拘留法の実施により南アフリカの公安警察はS・S(秘密警察)やゲシュタポ

(ナチスドイツの秘密警察)と同様な意味をもつようになった。彼等は,その犠牲者

にとって全能であり,そのえじきとなった者は警察の慈悲にすがる以外に生きる道が

ない状態である。その尋問方法は,拘留者を廃人とすることを目的としている。ま

た,釈放世界運動のメモランダムは,南アフリカのB・J・フォルスター法務大臣さ

え90日間拘留法を審議した国会において,「人間が廃人にされるのを見るのはあまり

気持のよいことではない。これらのことを行なっている人々はその責任をとらねばな

らない」と述べたと報告している。しかもなお,法務大臣の下にある警察は,目をつ

けて捕えた人間をいまわしく残酷な方法で破壊することを許されているのである。

拘留された人々の多くは,釈放後精神科医の治療を必要とし,そのうち少なくとも

6人は,あまりにも完全に〈だめ〉にされたので精神病院に入院することになったほ

どである。その他,絶望のあまり自殺した者もある。以上は国連人権委員会に提出さ

れた報告によって明らかにされた南アフリカのサディズムの例である。

多くの反対と国連安全保障理事会の要請により,1965年に,90日間拘留法の施行が

停止されたにもかかわらず,現在,再び,180日内の拘留を許す法律が存在するよう

になっている。これは,検事総長に,一定級以上の犯罪に関する国側の証人となり得

るどのような人をも逮捕して,6カ月間,外部の連絡を断って留置しておくことを命

令する権限を与えた1965年の改正刑事手続法第215条の再適用である。したがって,

状態は全く改善されていない。

政治犯としで刑務所に収容された者の報告

アパルトヘイト特別委員会が最近南アフリカ非人種主義オリンピック委員会のデニ

ス・ブルータス会長から受取った手紙は次のように述べている。「現在,私の頭を占

領している問題は,南アフリカの刑務所の実情である。私は,南アフリカ,特にロベ

ン島刑務所で受刑者が受けているもっとも恐るべき苦痛と荒廃を出来るだけ多くの人

々に知ってもらいたいと切望している。私は,このことを自分の仕事として,この事

態を深く憂えている自分自身のため,また,その状態を出来るだけ広く世界の人々に

知らせてほしいと私に要望した同囚の友人のために,なし逐げたいと願っている。私

は受刑者に対して行なわれている残忍,不正な取扱いを実際に経験しており,このよ

うなことは刑務官自身が作った規則にさえ違反するものであることを知っている。そ

して。アパルトヘイト政権に反対して投獄された人々が度々その犠牲者となっている
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のである。私はこの事態に関して世界の良心に訴え,これを終結させる方法を考え出

すと同時に,特に,国連の特別な機関がこの問題に積極的な関心を向け,得られた情

報に照してもっとも適当と思われる行動を起こすことが緊急に必要であると信じてい

る。」なお,ブルータス氏は1964年7月,政治的臭いのする5つの違反に問われ18カ月

の禁固刑の判決を受けて,その刑期のほとんどをロベン島刑務所で過させられている。

国連とアパルトヘイト

国際連会は,南アフリカ政府の政策の根本である「人間の自由の侵害」に対しこれ

までずっと十分な警戒を行なってきた。様々の国連機関や委員会は,いろいろな側面

からアパルトヘイト政策を研究,討議しており,総会決議第2189(XXI),第2202A

(XXI)」で「人類に対する犯罪行為である」と定義され,人類の良心に衝撃を与えて

いるこのアパルトヘイト政策を南アフリカ政府に放棄させるため,多くの決議が採択

されて来た。

最近,国連の南アフリカアパルトヘイト政策特別委員会は,「南アフリカ共和国が

刑務所に拘禁,拘留している者,ならびに,警察に留置している者に対する不当な取

扱い,特に,アパルトヘイト政策に反対したという理由で,専断的な法律にもとつい

て拘禁されている多くの人々に対する取扱い」に関して人権委員会の注意を喚起し

た。アパルトヘイト特別委員会は,南アフリカ政府のアパルトヘイト政策に反対する

者に対する過酷な措置は,これらの人々に対する復しゅうの目的もあってますます強

められつつあり,政府の権限についての国際基準と世界人権宣言に完全に違反するも

のであると見ている。このため,特別委員会は,人権委員会が,南アフリカの人種差別

政策の被害者の状態を改善することを目的とした調査を行なうことについて協議し,

事態に対して緊急に措置をとるよう要請した。

国連人権委員会の活動

20年を越える国連人権委員会の歴史の中で,南アフリカ共和国のアパルトヘイト政

策が討議されたのは,第23回委員会が最初であった。この時委員会の討議の対象とな

ったのは.公式には,南アフリカのアパルトヘイト政策に反対したため警察に留置さ

れたり,投獄されたりしている人々に対する拷問と不当な取扱いに関する問題であっ

た。しかし,実際には,アパルトヘイト政策全体が討議の対象となったのである。特

に明らかなことは,アパルトヘイト政策に反対する者に加えられた拷問と不法な取扱
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いを非難する決議の採択と同時に,委員会が,アパルトヘイトの野蛮な行為に対する

深い憤りを表わした決議を行なったことである。

拷問と不法な取扱いに関する決議案の中で,委員会は,南アフリカ共和国政府によ

る継続的かつ重大な国連憲章違反,国際法ならびに国際道徳に対する背反を強く非難

した。さらに人権委員会は,アパルトヘイト特別委員会が提出した報告書に記されて

いる,アパルトヘイト政策に反対して投獄された人々に対する南アフリカ政府の非人

道的な処遇は,その犠牲者に対する二重の権利侵害であると非難した。

この問題をさらに検討するため人権委員会は,著名な法律家,行刑専門家による特

別作業グループを創設した。この作業グループの任務は,(a)南アフリカで刑務所に収

監されている者,警察に拘留か保護監察されている者が拷問や不当な取扱いを受けて

いるという訴えを調査し,(b)連絡を受けつけ,証言を聞き,必要な場合対策を講じ,

(c)具体的なケースについて人権委員会に必要な行動を勧告することである。さらに,

作業グループは,(d)適当な近い将来に人権委員会に報告書を提出することを求められ

ている。人権委員会議長によって任命されたこの作業グループの顔ぶれは次のような

ものである。フェリックス・エルマコラ教授一ウィーン大学(オーストリア),L・

マルシャンースタン氏,ペルー政府法律顧問(ペルー),イブラヒム・ボイエ検事(セ

ネガル),ワルド・E・ワルドンーラムジー氏,弁護士(タンザニア),ブラニミー

ル・N・ジャンコビック学長,ニス大学(コーゴースラビア)。

具体的行動の要請

国連事務総長は,人権委員会の要請により,南アフリカ政府に電報をうち,事態に

対する委員会の深い憂慮と関心を伝えると共に,南アフリカ政府の政治犯取扱いが文

明国の行刑法と慣習の基準にまでたかめるため根本的改革を行なうよう要請した。

人権委員会は,また,事務総長に対し,出来るだけ早い機会に,南アフリカにおけ

る政治犯や拷問などを受けた犠牲者の証言を含む公式文書,ならびに,ネルソン・マ

ンデラ氏とアブラム・フィッシャー氏が法延で行なった証言の内容について世界に周

知させるための措置をとるよう要請した(14頁の参考資料8)。同時に,全加盟国は,

すべての広報メディアを用いてこれらの事態を国内に周知するよう求められた。さら

に人権委員会はこれらの記録について,すべての人道的国際組織の注意を喚起し,事

態の緊急性にかんがみて,出来るだけ早く南アフリカの非人道的な状態を緩和するた

めの措置をとるよう要請した。
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委員会は,また,全加盟国政府,民間団体,個人に対し,国連南アフリカ信託基金

(同国の差別的,抑圧的法律の犠牲者達に法律的援助を与えたり,拘禁者の被扶養者

を援助するため1965年設置されたもの)に対して,物心両面の援助を与えるよう求め

るとともに,国連事務総長が各加盟国と協議の上,アパルトヘイトの犠牲者のための

援助を受けとるための窓口を各国に設けるよう勧告した。事務総長は,人権委員会が

開会している聞に自ら議長の要請にもとついてとった種々の措置について委員会に報

告している。

人権委員会によって承認された他の機関による勧告

人権委員会は,その他の決議の中で国連憲章,総会と安全保障理事会の決議に背い

て南アフリカ政府がアパルトヘイト政策を推進した結果一層悪化しつつある非人道的

状態に関して1966年8月～9月の国連アパルトヘイト・セミナー(ブラジリア)が下し

た結論と勧告を再確認した。セミナーの勧告のうち,邪悪なアパルトヘイト政策と戦

ってこれを絶滅することを目的としたものを人権委員会は特に重視しており,加盟各

国に対し,犯罪的な人権差別政策をとっている南アフリカ政府に対する制裁措置を厳

重に遂行するよう要請した。委員会は,また,甫アフリカの人種差別的,植民地主義

的政権に,政治,貿易,経済,軍事のいずれかの協力を行ない,人種差別政策の遂行

を助けているような国を非難し,ただちに協力を中止するよう要請した。

人権委員会は,また,奴隷と奴隷売買に関する決議の申で,アパルトヘイト政策と

植民地主義に内在する奴隷制度的な慣習を非難し,ここに表われている現代的形態の

奴隷制度をさらに研究するための決議を行なうとともに,題連経済社会理事会に対

し,南アフリカが自国内と南西アフリカで行なっているアパルトヘイト政策の奴隷労

働的な慣行を直ちに終結させるための措置をとるよう要請した。

特別報告者の任命

人種別とアパルトヘイト政策,人種分離主義に効果的に対処するための措置を決

議したとき,人権委員会は,特別報告者を任命した。特別報告者は,国連のこれら政

策に対する過去の措置を研究する他,南アフリカ,南西アフリカ,南ローデシアのア

パルトヘイト政策を形づくり,これを維持している法律や慣習,特に,強制労働の実

体,経済,社会,教育などとの関係,拘禁者の処遇,弁護人の援助を受け,公正な裁

判を受ける権利上の不平等などについて報告し,勧告案を作成する。この勧告案は,
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第24回人権委員会が検討したあとで総会に提出され,アパルトヘイトと人種差別の政

策に国連が対処する方策を決めるための基礎となるものである。

人権委員会は,この特別報告者の研究報告と勧告を1968年春にテヘランで行なわれ

た国際人権会議に提出するため最優先議題としていた。

委員会は,さらに,各国が政府の広報機関の一部をアパルトヘイト政策の害悪を国

民に周知することに専心させることを検討するよう訴えた。

人権委員会の特別会議

1967年3月21日,人権委員会は,国連総会決議2142(XXI)の決議した「国際人

種差別撤廃日」に当って特別会議を開いた。人権委員会議長,ジュネーブ国家会議議

長,フランス,イラン,コスタリカ,アメリカ,セネガル,ソビエト,アラブ連合の

各代表が演説した他,国連事務総長がこの日に発表したメッセージが代読されたあ

と,アパルトヘイト政策反対のためにシャープビルで犠牲となって死んだ人々のため

黙とうを捧げた。

以上,人権委員会がアパルトヘイトの悪を終結させることを目的として行なうた措

置と勧告の概要である。第23回人権委員会が終了したあとで,アパルトヘイト特別委

員会のアッカt…一・マロフ議長は「人権委員会の決議は.アパルトヘイト政策に反対す

るための国際運動に対する大きな貢献として歓迎されている」と述ぺている。私達

も,人権委員会がアパルトヘイF特別委員会やその他の国連機関と共にアパルトヘイ

5政策の完全撤廃を早急に勝ちとるため貢献し続けるよう希望しようではないか。
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